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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年７月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１２月１３日 ２３時００分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市大角
おおすみ

鼻南東方沖 

 今治市所在の波方港東防波堤灯台から真方位３３７°１,８５０ｍ

付近 

 （概位 北緯３４°０８.３′ 東経１３２°５６.９′） 

事故調査の経過  平成２６年１月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第十一進
しん

宏
こう

丸、４９９トン 

１４１５９０、進宏海運株式会社 

 ７５.８７ｍ×１２.００ｍ×７.０７ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２４年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６２年６月１１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１１月２２日 

  免状有効期間満了日 平成２９年６月１０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に凹損及び擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、スチールコイル約１,５６３ｔを

積載し、船首約３.５９ｍ、船尾約４.４８ｍの喫水により、大角鼻南東

方沖を前進行きあしで接舷するために作業船に向かった。 

本船は、三ツ磯と称する浅所付近で接舷作業中、潮流によって西方へ

圧流され、平成２５年１２月１３日２３時００分ごろ、波方港東防波

堤灯台から真方位３３７°１,８５０ｍ付近において、三ツ磯付近の浅

所に乗り揚げた。 

本船は、船長が海上保安庁等に事故の発生を連絡した後、タグボー

トに引き出され、自力で阪神港大阪区に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約１.８ｍ、

潮流 北流約２ノット（kn） 
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本事故発生場所は、来島海峡北口に当たり、来島海峡における潮流

の最強時の時刻、流向及び流速は、２３時４１分、北流５.３kn であ

った。 

 その他の事項  三ツ磯は、洗岩や暗岩が存在する水深２ｍ以下の浅所である。 

船長は、大角鼻南東方沖に三ツ磯が存在することを知っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、大角鼻南東方沖において、作業船に接舷作業中、潮流によっ

て西方へ圧流されたことから、三ツ磯付近の浅所に乗り揚げたものと

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、大角鼻南東方沖において、作業船に接舷

作業中、潮流によって西方へ圧流されたため、三ツ磯付近の浅所に乗り

揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船に接舷する場合、付近に浅所や障害物などが存在しない水域

で行い、風潮流を考慮した操船を行うこと。 

 


